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重大事態発生時の流れ（フロー図） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被害保護者等 

いじめ対策委員会 
・被害・加害児童生徒、関係児童

生徒、保護者等からの事実確認 

学 校 

 
教育委員会 

学校への支援 
・指導・助言・調査及び関係者への対応 

学校による調査 
※教育委員会が連携

して対応 

いじめ防止対策調査委員会 
・保護者が第三者による調査を希望する場合 
・専門的な見地から調査が必要な場合 

総合教育会議の招集 
・町長と教育委員会で構成し協議・調査を行う 

町 長 

教育委員会による調査 

議 会 

第三者委員会 
・教育委員会の調査結果の不備が疑われる場合 
・さらに詳細な調査が必要な場合 

報告・相談 
指導・助言・調査 

重大事態

の発生の

報告 

調査の主体を判断 

又は 

重大事態に係る

調査結果の報告 
再調査結

果の報告 

再調査結

果の報告 

発見・相談・通報 相談・通報 

調査結果

の説明 

調査の指示 

再調査の指示 

再調査結

果の報告 

調査結果

の報告 

再調査結

果の説明 

いじめ重大事態発生 

相談・通報 

警察 

※犯罪、もしくは 
その疑いのある事案 


